
対象期間： ( ～ )

派遣労働者の数 ( 付）

派遣先の数

派遣料金の平均額

派遣労働者の賃金の平均額

マージン率

労働者派遣法第３０条の４第１項の労使協定 締結している

労使協定の対象となる派遣労働者の範囲

労使協定の有効期間 ～

キャリア・コンサルティング相談窓口及び連絡先 相談窓口：情報・企画部

電話番号：052-955-2055

派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項

ビジネスマナー研修 雇入時 ＯＦＦ－ＪＴ 無償 有給

プログラミング研修 雇入時 ＯＦＦ－ＪＴ 無償 有給

システム開発研修 入社2年目 ＯＦＦ－ＪＴ 無償 有給

システム設計研修 入社3年目 ＯＦＦ－ＪＴ 無償 有給

リーダー教育研修 無期雇用者 ＯＦＦ－ＪＴ 無償 有給

事業所名：株式会社インフォプラックス

許可番号：派23-302363

2026年04月01日 2027年03月31日

マージン率等の情報提供について

2025年度 2024年08月01日 2025年07月31日

34人 2026年06月01日

12事業所

37,068円

29,003円

21.7%

ソフトウェア開発技術者

その他の情報処理技術者の業務に従事する従業員

訓練種別 対象者 訓練方法 費用負担額 賃金支給


